
Ⅳ Ｑ＆Ａヘルプパッケージ

ここでは、通級による指導を担当する先生方や在籍校の担任の先

生、管理職の先生、各教育委員会の通級担当者の方々が、疑問に思

うことや迷うことなどについて、文部科学省編著「障害に応じた通

級による指導の手引き」●解説とＱ＆Ａ●より抜粋し、示しました。

不足する部分は、当該書籍を当たっていただくことをお勧めします。
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Ｑ１：「通級による指導」とは、どのような指導ですか。

Ｑ３：「特別の教育課程」の編成は誰が行うのですか。

Ｑ４：教育課程の一部に「替える」場合、通級による指導を受けたことにより、
「替える」対象となる教科等を受けたこととみなすのですか。

Ｑ２：対象となる児童生徒について教えてください。

Ｑ５：特別支援学校や特別支援学級に通っている児童生徒は、通級による指導を
受けることができますか。
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Ｑ６：高等学校における通級による指導の単位認定は、誰がどのように行いますか。

Ｑ７：通級による指導を年度途中で開始又は終了することはできますか。

Ｑ８：通級指導教室は、学級の一つとして考えてよいでしょうか。

Ｑ９：小・中学校でLD・ADHDについて認められている月に1時間程度の指導は、
高等学校でも認められるのでしようか。
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Ｑ11：通級による指導の成果を生かすために、通常の学級と通級指導教室との
連携をどのように図っていく必要がありますか。

Ｑ12：通級による指導の担当者としてどのような力が求められますか。

Ｑ13：通級による指導の担当教諭が巡回による指導を行うことはできますか。

Ｑ10：保護者との面談、児童生徒が在籍する通常の学級等の担任等との連絡、
ケース会議等に要する時間は、指導時間とは考えられませんか。
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